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2020 年 10 月 30 日 

各  位 

                        会 社 名 日本トランスシティ株式会社 

                        代表者名 取締役社長    安  藤     仁 

                        （コード番号９３１０ 東証・名証 第 1部)  

                        問合せ先 総務部長    平 岡   豊 

                        （ＴＥＬ ０５９－３３６－５０１８) 

 

子会社の組織再編（子会社の新設分割）および 

子会社に対する債権放棄に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である三鈴開発株式会社に対する貸付債権

を放棄し、三鈴開発株式会社（以下、「分割会社」といいます。）に関する事業を分割して、新

たに設立する新設会社に承継させることを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいた

します。 

 

記 

 

１．新設分割の目的 

分割会社（ゴルフ場経営）については、同社の財政状態を勘案し、安定的な運営を確保

するための支援を行ってまいりましたが、今般、財務体質の健全化を図るため、当社の貸

付債権を放棄し、新設分割により分割会社のゴルフ場運営事業（以下、「本事業」といい

ます。）を新会社に切り出し、収益性のある事業と不採算部門を分離することで経営基盤

の安定を図ることといたしました。当該新設分割後、分割会社は清算を行う予定です。 

 

２．新設分割の要旨 

    （１）日程 

       当社の新設分割に係る取締役会決議日 2020 年 10 月 30 日 

       分割会社の株主総会決議予定日    2020 年 11 月 11 日（予定） 

       効力発生日             2020 年 12 月 ４日（予定） 

 

    （２）新設分割方式 

       当社連結子会社である三鈴開発株式会社を分割会社とし、新設する三鈴カントリー

株式会社（以下、「新設会社」といいます。）を承継会社とする新設分割 

 

    （３）新設分割に係る割当ての内容 

       新設会社は、当該新設分割に際して普通株式 100,000 株を新たに発行し、そのす

べてを分割会社へ割当交付いたします。なお、これと同時に、分割会社は、割当

交付された株式のすべてを剰余金の配当として、当社へ交付いたします。 
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    （４）新設分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

       分割会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

    （５）新設分割により、減少する資本金 

       当該新設分割に伴う分割会社の資本金の減少はありません。 

 

    （６）新設会社が承継する権利義務 

       新設会社は、分割会社が本事業に関連して有する資産、負債、契約、その他の権

利義務を 2020 年 11 月２日付の新設分割計画書に定めたものを承継いたします。 

 

    （７）債務履行の見込み 

       当該新設分割において新設会社が負担する債務については、新設会社で流動性が

確保されていることから、債務履行に問題はないと判断しております。 

 

３．分割会社の概要 

 分割会社 

（2020 年 10 月 30 日現在） 

商 号 三鈴開発株式会社 

本店所在地 三重県鈴鹿市小社町 767 番地 

代 表 者 代表取締役社長 伊藤 豊久 

事 業 内 容 ①ゴルフ場経営 ②不動産の賃貸借 ③関連し附帯する事業等 

資 本 金 10 百万円 

設立年月日 1974 年７月 27日 

発行済株式数 普通株式 20,000 株 

決 算 期 ３月 31 日 

大株主および持株比率 当社 100％ 

直前事業年度の財政状態および経営成績 

総 資 産 614 百万円 

純 資 産 △4,004 百万円 

１株当たり純資産 △200,241 円 

売 上 高 436 百万円 

営 業 利 益 △23 百万円 

経 常 利 益 △19 百万円 

当期純利益 △22 百万円 

１株当たり当期純利益 △1,140 円 
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  ４．新設会社の概要 

 新設会社 

（2020 年 12 月４日予定） 

商 号 三鈴カントリー株式会社 

本店所在地 三重県鈴鹿市小社町 767 番地 

事 業 内 容 ①ゴルフ場経営 ②不動産の賃貸借 ③関連し附帯する事業等 

代 表 者 代表取締役社長 福村 隆宏 

設立年月日 2020 年 12 月４日 

発行済株式数 普通株式 100,000 株 

資 本 金 50 百万円 

決 算 期 ３月 31 日 

大株主および持株比率 当社 100％ 

 

  ５．分割会社に対する債権放棄ならびに単体決算における特別損失の計上について 

    当該会社分割に先立ち、財務体質の健全化を図るため、分割会社に対して債務超過の解

消を目的とした追加貸付けを実施し、その後、事業運営上過大となる当社からの貸付金

について、以下の金額を債権放棄いたします。これにより、単体決算で特別損失を同額

計上するとともに、過年度に引当済みであった貸倒引当金と関係会社事業損失引当金の

戻入益を 2,797 百万円計上いたします。なお、これらはグループ内取引であるため、連

結財務諸表に与える影響はございません。 

 

    （１）債権放棄する貸付金の金額 4,173 百万円 

    （２）実施日          2020 年 11 月２日 

 

  ６．今後の見通し 

    分割会社を清算する際、分割会社の税務上の未処理欠損金を当社が引き継ぐことにより

税金費用が減額される見込みであるため、単体決算上、特別損失が発生するものの、個

別財務諸表に与える影響は軽微であります。なお、連結財務諸表に与える影響につきま

しては、本日公表の「2021 年３月期業績予想（連結）の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 

この件についてのご照会は、総務部（059-336-5018 横井）までお願いいたします。 

 

以 上 


